
一
頁

○
内
閣
府
令
第
六
十
五
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
五
号

）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号
）
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
十

条
の
二
第
二
項
並
び
に
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
内
閣
府

令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（

昭
和
六
十
年
総
理
府
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
見
出
し
を
「
（
風
俗
営
業
の
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
第
十
一
号
に
お
い
て
」



二
頁

を
「
以
下
」
に
、
「
第
六
条
の
二
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
号
中
「
第
七
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
「
（
風
俗
営
業
の
営
業
所
の
構
造
及
び
設
備
の
軽
微
な
変
更
）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
電
磁
的
記
録
媒
体
に
よ
る
手
続
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を

「
第
二
十
七
条
第
一
項
」
に
、
「
記
録
し
た
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
」
を
「
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的
記
録
（

電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
）
」
に
、
「
フ
レ
キ
シ
ブ
ル

デ
ィ
ス
ク
提
出
票
」
を
「
電
磁
的
記
録
媒
体
提
出
票
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
九

条
と
す
る
。

第
二
十
三
条
中
「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
四
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
四
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
十
七
条
か

ら
第
二
十
一
条
ま
で
を
五
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
六
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
十
七
条

第
一
条
（
第
十
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項



三
頁

の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
第
五
号
中
「
法
第
二
条
第
二
項
」
と
あ

る
の
は
「
法
第
二
条
第
十
二
項
」
と
、
「
法
第
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
十
一
条
の
二
十
二
」
と
、
同
条
第
九

号
中
「
第
七
条
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
七
条
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
の
営
業
所
の
構
造
及
び
設
備
の
軽
微
な
変
更
）

第
十
八
条

第
二
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
軽

微
な
変
更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
構
造
及
び
設
備
の
変
更
等
に
係
る
届
出
書
の
記
載
事
項
）

第
十
九
条

第
三
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
内
閣
府
令

で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
構
造
及
び
設
備
の
変
更
等
に
係
る
届
出
書
の
添
付
書
類
）

第
二
十
条

第
四
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
三
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書

類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
例
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
者
の
認
定
申
請
書
の
添
付
書
類
）



四
頁

第
二
十
一
条

第
五
条
の
規
定
は
、
法
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
の
二
第
二
項
の
内
閣
府
令
で
定

め
る
書
類
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

別
記
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



五
頁

（第29条関係）別記様式第２号

電磁的記録媒体提出票

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に

関する内閣府令第27条第１項の規定により提出すべき書類に記載することとされている事

項を記録した電磁的記録媒体を以下のとおり提出します。

本票に添付されている電磁的記録媒体に記録された事項は、事実に相違ありません。

年 月 日

国家公安委員会殿

提出者の名称及び事務所の所在地

１ 電磁的記録媒体に記録された事項

２ 電磁的記録媒体と併せて提出される書類

備考 １ 「電磁的記録媒体に記録された事項」の欄には、電磁的記録媒体に記録されている

事項を記載するとともに、２以上の電磁的記録媒体を提出するときは、電磁的記録媒

体ごとに整理番号を付し、その番号ごとに記録されている事項を記載する。

２ 「電磁的記録媒体と併せて提出される書類」の欄には、本票に添付されている電磁

的記録媒体に記録されている事項以外の事項を記載した書類を提出する場合にあつて

は、その書類名を記載する。

３ 該当事項がない欄は、省略する。

４ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。



六
頁

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
八
年
六
月
二
十
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付

書
類
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
に
つ
い
て
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
風
俗
営
業
等
の
規

制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
の
添
付
書
類
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
に
規
定
す
る
様
式
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


